
ラガシュ王国の軍事・労働組織

　　　　に関する文書の背景の研究（1）

山 本 茂

　　　　　　　　　　　　　　　は　じ　め　に

　シュメールのEarly　Daynastic　Period「初期王朝期」についての社会的・経済的・

政治的歴史研究が，1940年代はじめから50年代末に至る間に，Sumer祇会発展の全

体籐を題視的に獲得しようとする意欲のもとに，特にアメリカとソ連邦において網当の

成果を挙げたz）ことは，斯学の新展開としてまことに重要な現象であった。しかし！959

年，P．　A．　Deimel－Anna　Schneiderの神殿都市国家像は余りに神殿領中心に過ぎて余

りに小さく，その背後に蝿塾する複雑でより大きな全体をよく見透しえなかったとする

M．M．皿b”KOHOBの著書が公にされる2）に及んで，研究史は再び新段階を迎えることに

なった。

　というのは，Lagash交書によるDeimelのシュメーール都市国家像3）は，その発表以

後，かれ自身によって出版せられたFara文書やUruk・Urの古拙文書の出版4）を前

提とする，Th．　Jacobsenの政治史的展望の新展開の時期（1943～57）において，既に

全シュメールの国家像としては批判されていたけれども，　しかしLagashに関する国

家像としてはなお通用する面も持っていた。ところが皿砺KoHOBによる成果の中には，

Lagash交書によるDeimelのLagash像それ膚体に対する鋭い批判が含まれていた
からである5）。

　それに応えるかのように，！959年以来中原与茂九郎教授は，Early　Dynastic　Period

以前からアッカド時代にかけての社会・経済史料の透視的研究を璽ねて来られた6）が，

ついに本誌前号に掲載された最新の論文7）において，独創的な史料操作に基いてシュメ

ール社会の氏族組織的契機とそれの■権との結びつきを明らかにせられるに至った。そ

れらの一連の論文はその胎生期において，Jacobsenや，IlbffKOHOBの刺戟を受けたもの

であるが，到達された結果の独膚性と研究水準の高さは圏際的に高く評価さるべきであ

り，我が国シュメール学が遂に到達した記念碑約業績というべきであろう。
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ラガシュ薫園の軍事・労働組織に1絹する文書の背暴の研究①

　ここで筆者が取上げようとするのは，　ラガシュ王国の軍事・労働組織の問題である

が，　この問題についても新展開した研究分野の成果と重要な関連がある。　というのは

Lagash文書が神殿経済Tempelwirtschaft論，神殿都市Telnpelstadt論の形成の資t

料となった文書群であるために，　ラガシュヨ三国に関する研究は，Jacobsen－AbffKGH◎B

一中原と発展しつつある新しい全体像といわゆるTerrtpelWirtschaft癒織との闘連の

問題，あえて雷えばTempelwirtschaftの実体ないし存否という根本聞題に，深くつな

がることを要請されるからである。その点ではこの：文書群が，薩接の主題である6－mi，

1ポ’Ba磁を越えた，より広い全うガシュ王国との関連の中で，それを把える可能性を

もつという独自の｛生格が問題となるであろう8）。

　しかし他方，Lagash文書は，　Dekmelによって多数transliterateされ，一応主題

別に類別されはしたものの，一層の文献学的整理が必要であり，また戦後急速に高まっ

た新しい語学的水準に基く正確な醗字・醗訳が行われた文書はなお極めて少数という現

状であって，今なおその語学的研究や文献学的整理もまた研究の前進に不可欠であると

いう状態である9’）。そのうえこの文書群は3代約22年の治世に亘って驚くべき密集度

を示しており，そのような整理，とくに種々の個有名詞のidentificationが可能であり，

また必要な文書なのである10）。

　本稿は，En一さn－tar－zi，　Lugal－an－da，　Uru－ka－gi－na時代のラガシュ王購の軍事・労

働組織をめぐって，上述の研究の新段階による要請に応えながら，岡種類の文書の整理・

検討を経とし異種類テキスト間のidentificationによる連繋を緯として辿るという，ラ

ガシュ文書に適合した方法を追求した試みである。

　　　　ノ　　　　ノ第1章　e－mlをめぐる試論

ユ

先ず1つのタブレットを引湯する。

F6ii）　168

1　3200－10／2・1　ge－gur－sag－ga’｝i”）

首e－ba邑e－gar　gem6－dunユu（：量g呈＞nu－dUs

ga－d・b－d三dli叢 mip7gf轡！・3
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に必要な大麦支繊，



ラガシm．ヨ三国の軍事・労｛動組織に関する文書の背景：の研究（1）

　　Luga1－an－da　ensf　Laga首i“i－kea．　　　　　ラガシュのエンシ，ルガルアンダが

　　6－mi－ta　e－ne－ba．　VI．　　　　　　　　　妃の家から（それを）彼らに分け与え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。治世VI年。

　　2－ba－am6．　　　　　　　　　　　　　　第2回目の分配である。

　これはLugalandaの治世VI年の記録であって，　gem6－dumu⊂igl）一nu－du8甑一d鷺b－

didli　d’Nin－gir－su－kaのための大麦を6－mi「妃の家」（字義通りには「女の家」）から

支出させたことを記録したものである。　このgem6－du孤u　igi－nu－dUs甑一dub－dldH

d・Nin－gir－su－kaという表現は，それだけで実に多くのことを語っている。

　99一・に，Urukaginaの改革直前のLugalandaの治世VI年に，　gem6－dumu　igi－nu－

dus甑一dub－d呈dl圭Lugal－an－da　ensf　Laga首ki－kaという表現でなく，　gem6　dumu．．．

d・Nin－gfr－su－kaという表現が使用されていることが注目される。一一方Urukaginaの時

　　　　　　　　　　　　　　　
代に王妃Sagr，一Sag5が管理したのと同じ世帯においては，　Lugalanda時代に，第2種・

第3種の§e－ba表の末書Unterschriftの総括が，それぞれ§e－ba　gem6－dumu　Bar－

nam＿tar＿ra　dam　Luga1－an－da　ensi　Laga首ki－kai3），きe－ba　igi－nu－du8§註一dub－didli　B含r－

nam－tar－ra　dam．．．　Laga§ki－kai‘）となっており，ここでは神の名は書かれていない。

しかしまた，これらの人々は1産重一rum　BS．r－nam－tar－ra「バルナムタルラ所有の人々」

とも書かれていない。このようなUnterschriftの形式は，これらの首e－ba蓑に記載さ

れた夫々百数十人の人々が，Barnamtarraによって支配・管理されている世帯から大

麦の支払いを受けたことを端的に物語っている。

　ens至Laga靭一kaになるコ　一一スの1つが，　sangu　d’N圭n－gir－suを経過する道であった

ことは，En－bn－tar－ziの例によってよく知られる。　たとえばRTC15）16，　VI一一VIIに

よれば，uべba　En－te－me－na　ensi　Lagagki－kam，　VII　Enセn－tar－zi　sangu　d・Nin－gfr－su－

ka－kam，19：「En－te－me－naがラガシュのエンシであり，　En－bn－tar－ziが＝ンギルス

神のSanguであったそのとき，治世第ユ9年」。すなわち，エンテメナの治世エ9年の

とき，おそらく次のエソシとなったEn－bn－tar－ziがNingirsu神（d・Nin－gir－su：字義

通りにはGir一・su（ki）の主）のsanguであった。神々をないがしろにしたとしてUruka－

ginaによって糾弾された，ウルカギナ直前の支配者たちも，実際はNingirsu神を名

E上の支配者とする管理組織そのものは抹殺しなかったことが，このRTC　i6が示す

過程やF6168の問題の表現によって知られるのである16）。

　第二に，約3200gur－sag－9壇という首e－baの量が問題である。このF6168は

Lugalanda治世VI年におけるd”Nin－g≦r－suを名目上の支配者とする世帯の2回Bの
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ラガシュ王濁の軍事・労働継織に関する文書の背累の研究①

2種類の大規模な忌e－baと9e－garの総計である。Lugalanda治世V年のBarnamtarra

所管のタブレット，VAT　4421〔Or．34～35，　p．35）では，同じ月の§e－baでありな

がら，（9e－ba）1虚一kur6－dabs－ba　1－ba－am6，（きe－ba）gem6－dumu　9－ba－amsとなってお

り，F6168のごとく，gem6－dumuやigi－nu－dusへの9e－baが第2團目であるとす

れば，この月には王丘一kur6－dabs－baへの9e－baは支給されなかったと考えられるからで

ある。従ってそれはBarnamtarraの管理世帯における，§e－ba　gem6－dumu（servantes

et　leurs　enfants）と§e－ba・igi－nu－dus・§a－dub－didli「圭gi－nu－dus労｛動春および個々

のタブレットの中の大麦分け」と9e－gar（後出）を併せたものに当るであろう。

　そこで妃の管理世帯の首e－baに目を移すと，　Lugalanda治世六年の2枚の第2種の

首e－ba（VAT　4416，　L．　V1～1；4628，　L．　VI～9；Or．3今／3s，　pp．43～δ1）17）は，　ほと

んど同じ内容であって，総入子154人，大麦の総計44砥gur－sag－galも不変である。

　岡じ年の§e－ba　gem6－dumuはTSA　10（L．　VF12）だけしか見出し得ない。そ

の人数および大麦の：量はCol．　XIV～Col．　XVの総括によれば，以下のとおりである。

　　XIV（Rev・V王）（首u－nigin）（翼合計）

　　〔二1）　1丘（1人）

　　1　IU

　　2　lxl

　　1　1重

　　19　1直

XV　（gG－anSe

首e－bi

60s｝玉＼　　　　　　　20　gen｝6　　　　24　s｝1

48・11　ll　85＋2・S・　9・m・・8・ll

　　　く
24　si玉　1”　　　　　　　　28　m｛　　　　　　　12　sl1

18s≧U
　　　i
12　sll！　　nita－1ne

　　　　　　　　　157十2　1U）　首e－ba　〔二tur）一mab－ba，

　　　　　10十〔10）一22，，L）÷十再雀19）§e－gur－sag－ga1きe－ba　ge加6－d競mu；

　　BAr－nam－tar－ra　dam　Lugal－an－da　ensf　Laga首ki－1〈a；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　id8－ezen－d’Ba一直一ka　En－ig－gal　nu－bゑnda　E－ki一王am－ka－ta　e－ne－ba．　VI．12－ba－a】鰍6．

　総人数！59人，大麦の量は19gur－sag－gal　48　sllである。第2種の9e－baが1－ba

と6－baでほとんど不変であることを考慮すれば，きe－ba　gem6－dumuについても，こ

の年度においては大した変動はなかったであろう。従って同じ年のellsf妃所管の第2

嗣翼のこの両種類の§e－baの合計は，上に得られた数値を合計したものにほぼ等しい

と考えられる。

　　人数：154＋159・・313人

　　邑e－ba量：：44導引十19弓会強繍631今色4　gur－sag－9註1

　さらにF6168には首e－garという表現が付加されている。これは諸種の仕事に必要
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ラガシュヨ三四の軍事・労働組織に関する文轡の背景の研究（1）

な大麦のことであって，各種の家畜の飼料，各種のビールの原料がその主たるものであ

るゆ。エソシ妃の管理世帯ではおそくともLugalandaの治世の1年冒の10二目から

は，聖所や（宮廷の？）料理場などへの「月例の捧げものJsa－dug“一itud－daも加えられ

て，首e－gar　zfz－gar　s外dug4－itud－daと呼ばれる，形式の定まった文書群が嵐現してお

り，Deimel以来GAR－Texteと呼ばれている。残念ながらLugalandaの治世VI年

のgar－Textはないが，治世V年の8回目のそれ（RTC　51）におけるきe－garと首e－

s義一dugfitud－daの合計は約95　gur－sag－g霧，　V1王年の1國欝（STH．1．30）のでは約

99gur－sag－9創となっている。間をとって97とすると，9e－ba　ge－garの舎計は63施

＋97・＝160．5gur－sag－g義1となる。

　人数はF6168には，残念ながら出て来ない。　しかし，　このタブレヅトの約3200

gur－sag一頭1は，　Barnamtarraの所管するタブレットの同年・同種のものの総計約

160．5gur－sag－galの実に20倍に根寵する。従って，人数もまた20倍とすれば，

　　　3！3　×　2e　＝6260

実に6200余人分の9e－baが含まれていることとなるのである。3200　gur－sag－9創と

いう数が問題であると述べた所以である。

　第3に，この大量の9e－ba　gem6－dumu　lgi－nu－dus首a－dub－didli　d・Nin－gfr－suをensi

自らが6－miから「分けた」ことを当然問題にするべきであろう。6－mfはここでは

ensf妃の宮殿とそれに所属する禽庫，さらには広くensi妃の所管する世帯全体を指し

ていると考えられ，かつていわれたような「ハレム」でないことは，「ハレム」が大量

の主食を貯える機関ではあり得ないことからも，明らかである。ここで念のため6－gal

と6一・miに関する史料を検討して6－galや6－miの宮殿としての性格を明かにし，　ensi

やensf妃との関係をも究明しておく必要がある。

　6－gal（字義通りには「大きい家」）は，必ずしも常に王宮の意味で用いられるとは限

るまい。　その固定度はlugal（gal〔大きい）と蟻〔人〕との合成文字，字義通りに

は「大きい人」）篇「国王」ほど完全でなかったかもしれない。；事実，6－gal　Ti－ra一誌と

いう蓑現も使われていて，それが一種の普通名詞でありえたことを示している。しかし

ラガシュ王国の行政・経済文書において単に6－galという時，それは，ほとんど凡ての

場合，支配者の居城をさすと考えてよい。

　先ずきga1がどこにあったかを示す鉦拠を取上げてみよう。筆者の解釈による内容

整理をほどこしたtransliterationを掲げると：
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ラガシュ王国の軍事・労働組織に関する文書の背暴の研究①

　　　　　　　　　　　　　　　　　　RTC　40

1／　213　uUdd　JsS／lgg　X12UglddUab－i．1．aar－nni　ba－gar　］　Nigin－MUd

　　　　　　　　　　　　　　　　　　II　ensi－ke4　Gir－su　i｛i－a　6－gal－la　e－ur4．

（　2i　：g：！lgg　ftdiUfudaUs．bJdi〈aeY／一a－ni　ba－gar　］　u；一geg　（？）’dti－a

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ensf－ke4　Lagag　”‘一ka　6－PA－ka　IV　e－ur4．

　　Vgu－nigin　50　udu－sig，　udu－U－rum　Bar－nam－tar－ra　dam　Lugal－an－da　VI　ensi

　　　　Lagagki－ka．　IV．

　　23頭の「毛の羊」，それはタブレットの（・ueにタブレットに記録された定数）の

　羊である；1頭の「毛の羊」，　（それは）かれ（すなわちニギソ・ムド）の捧げもの，

　（かれの）所管に編入，（以上は）ニギソ・ムド（の所管）；エソシがギルスにおいて，

　‘王宮’で勇毛した。

　　25頭の「毛の羊」，（それは）（定数）タブレッ5の羊である；！頭の「毛の羊」，そ

　れはかれ（ウル・シェシゴドゥア）の捧げもの，（かれの）所管に編入；（以上は）

　ウル・シェシュ・ドゥア（の所管）；エンシがラガシュで，6－PAで勢引した。

　　合計50頭の「毛の羊」，（それは）ラガシュのエンシ，ルガルアンダの妃バルナム

　タルラの所有の羊（である）。治世IV年。

　ba－garの解釈に多少の疑問があるが，飽の大部分の箇所は，甚だ明晰な管理記録で

ある：1）。このRTC　40，　Col．　IIに，　ensf－ke4　Gir－sul・i－a　6－ga1－la　e－ur4ドエンシがギル

スで，王宮で，勇回した」とあって，6－galがGir－sukiにあることは明らかである。

なおこのタブレットにおいても，ensiがGfr一・sukiにおいてばかりでなく，Laga首kiで

も勢毛権を持っていた：ことが明かであり，濫用の状態においてではあるが，nam－ensi

がG≦r－suki以外の市区Laga忌kiに及んでいたことが注冒される。

　この6－galは単にGfr－sukiだけの行政の中心ではなかった。たとえば，　Nik　3や

DP　135などのk械一rum　d　・　Ba　一一　Ll’「！ミウ神所有の人」に対する軍隊編成記録において，

爾テキストとも査閲考はUru－ka－9童一naであり，　DP鋤135では，　明かにその査閲が

6－ga1で行われた；9しi－an一蕊15516　bfr－su辱池a－am6，121tl　ama－bfr－kam，　id－fi－1’um

d・Ba－G．　Uru－ka－gi－na　lugal　Lagagi““一ke4　6－ga｝一la　zag　bf－ug．　（Amar　（？））一ki　gal－

ukix　（？）一一bi．　VI．　（DP　13s，　xlv）23）．
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　　　　　　　　　　　　　ラガシ＝．ヨ三園の軍事・労働組織に関する文書の背策の研究（1）

　これらの例によって推察されるように，6－galは全うガシュ王国の行政・軍事の中心

であったに違いない。　そしてそのことは，Urukaglna王の改革の前後を通じて不変で

あったに違いない。

　たとえばUrukaginaはその治世IV年に次のような記録を残している。

DP　339

　　vl甑一nlgin　12　igi－nu－du8　dumu　uru－Azi“i－ka－me，

　　Uru－k：a－gi－na　lugal　Laga§ki－ke4　VII　6－gai－ta　e－ta一壱一ne，

　　　　　　　　　　　

　　Sag5－sag5－ra　mu－na－surn－mu；

　　nu－sar－keべne　e－ne一奪a－la．　IV．

　　………合計12人のAz市出身のigi－nu－dusたち，　ラガシュ王Urukaginaが

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－galから出して，（王妃の）Sags－sagr，に与え給うた。　nu－sarたちが（彼らの間

　　に）分けた。治世IV年。

　このcontextにおいても6－galはUrukaginaの王宮以外には考えられない。　これ

と非常によく似た形式の交書が，LugalaRda時代の家畜配分記録に見られる。文書の

前半は破損が激しく，詳細な経緯は分らぬが，末書きの部分は，はっきり次のように読

める。

　　　　　　　　　　　　　　　　NTik24）　213

　　111　amar一“一rum　Gem6－d’Nange　dumu－kam，

　　ensi－ke4　6－gal－ta　e－ne－ba－la．　VI．

　　　（Lugalandaの王女）Gem6－d・Na聴e所有の仔牛である。エンシ（＝　Lugalanda）

　　が6－galから彼ら（＝牛の世話をする人々）に配分した。治世VI年。

　以上の論究によって，6－galがG≦r－sukiにあるヨ三宮であったことは明かになったと

思、う。では6mfはどうであったか。既にその性格は暗示されたと思うが，なお幾つか

のタブレットを挙げてみよう。先ず2枚のタブレットの引用が必要である。

　　　　　　　　　　　　　　　F6　10！

1首u－nlgin　75きe　gur－sag－g議6e－ba　I6一　　合計75　gur－sag－galの大麦，　kur6を

kur6－dab5－ba－ne　　　　　　　　　　　　取った入々（へ）の大麦分け；

　　　　　　　　　　　　　　　一　lr）　一



ラガシュ三巴閣の軍事・労働組織に関する文轡の背嶽の研究①

62－i，・S4　ge－ba　gem6－dumu　igl－nu－dtis

首帰一dub－did1量

402倉4・7s｝1蓉e　II　40一等会zfz．（s盛）一

dugヂam6

56↓．会十％4きe，忌e－gar－9鷺d－udu－kam．

10　zi’z　bar－bi－gcRll－am6

堅mi－kam

o　　，　　t　　．　　o　　・　　●　　o　　．　　の　　，　　●　　●　　曹　　曹　　o　　，　　．　　●　　o　　，　　陰　　●　　曹　　●　　9　　●　　●　　●　　●　　幽　　O　　o　　●　　曹　　o　　曹　　●　　o　　陰　　，　　o　　●　　曾　　9　　●　　■　　，　　，　　g　　o

III　，．．　．　．（DuiTN（IU）一一1）UMU－Be－kam

一　一　一　一　一　一　一　一　一　t　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　t　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　十　一　f　一　一　一　i　一　一　一

　　61gur－sag－g甫．138　s11，．碑と（その）

．子供たち，igi－nu－dUs，および個々の．

　　タブレットの人々（へ）の大変分け；

　　40gur－sag－9ゑ119　s｝1の大麦，39．5の

　　エンマ麦，（月例の）捧げ物である；

．．．F56gur－sag－g巨190　s11の大麦，牛・

　　羊の飼料である．；

　　10gur－sag－9ゑ1．¢）午・ンマ．麦・　．余…りで

　　ある；

　　（以上は）「妃の家」（の分）であ多。

　　「子供達」の（分）で．ある。

　　・　陰の　o・？．●．　●　，◎，　o　，o　．，●◎　，り　，．層　o●●　・　陰・　曹・●　●　●・　oO・　5・．　●9．　，．o　O　．曾

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DP　！54．　（Urk．　II）

　　　1首u－nig勧120一（2十？／蝕4）首e－gur－sag－g義l　　　　　l　：首e－ba

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－lt！’一kur6－dab，rr，一ba－de

　　　　　　　　　　　6G　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：首e－ba

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（igi－nu－dus）　ga－dub－didli

　　　　　　　　　　　40－19’一〇4　’’’”　’　”’　：　ge－ba　geme’一durnu

　　　　　　　　　　　120　3，ta－iif％　’　 　’”@：　ge－gar　sa－dug‘一gud－udu’

　　　　　　　　　　　30　i，・k　zfz一．．．，　4　i，／i2　zfz一．．．　’　：　st　一dug，

　　　　　ge－ba　ge－gar　zfz－gar　lrt－d’Ba一“一ke‘一ne－kam

　　　　　lO，7（脇＋弓蝕）9e－b・D脚U・DUMUr鐙k…

　　　o　．，　．，●　，ot　曹　，．　，．o　，・，　o　．謄　・o・　「oO　，●．　9曾。　，●・　，・，　，曾●　，o曾　・曹　，　o　，o　・●●　陰，・　●●．　齢ウ●　●　り・　◎‘●

　両者を対照させると，6－mi－kamとIG－Ct’Ba一．i－keg難e－kamとの対応は明白であると

岡三に，6－m≦が「妃の（支配する）世帯」の意味で使用されていることが分る。勿論，

妃の館としての6－mfも度々出て来る。．．例えば．：．　DP　8！では：1udu　maき一da－ri－a　En－

abzu－a－gin　gal－ukh－1くa　Bゑrmam－tar－ra　6－mf－a　mu－na－him，……とあるように，　ensi

妃へのma首一da－ri－a25）は6－miに持って行かれたし，　DP　191によれば，　Barnamtarra

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－16一



ラガシ・．　Ei三国の軍事・労働組織に関する文書の背察の研究（1＞

の行うsfg－ba「羊毛分け．iは6－mlから分けられた。　またLugalanda治世1年と考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　ソえられるTSA　43では，358　gar－dtt－aの91s怠a甑urを主たる内容とする果実をnu－

sarたちが届けてきたが，それをnu－bandaのDun－meが持って行った先は6－miで

あった。　ウルカギナ時代には6－mfという表現は少なくなるが，　F6108では末尾に

　

Sag5一甑g5の名があるが，　nu－sarのDingh’一a－rnuが「バウ神所有」の野菜を6－miに

届けている。6－miは妃の宮殿ないし妃の世帯の意味であった。

　ところでさらに，同じDingir－a－muの名が出て来る次のタブレットに注欝しよう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DP　107

：儲転瞬灘1討
　　　　　　　　ER－kisal－si　nu－sar　1．agagki－1〈am

709・・一dU－a　giきb・9bu・，％。9・獣i・II　E－tu・，

　　　　　　　　　ロレ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロレ

1：。9齢a　9’Sigagbu「’　20　ga「一dti－a　gispeg，｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E〔ta－eZ1

　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　

箆籍経s卿L50gaレd昏a理spe㍉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ur－ki

　　　　　　　　　リ　レ50gar－dit－a　91Speg

　　　Dingir－a－mu　sar　Gfr－suRi4くam，　d・Ba一丘一kam

　　　　　　　　　り　50gar－dh－a　giS碁a首bur

夏VNim　ir．ab．zu　sar．nam．DUMU．e王ユs至．ka．k：a凱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　

轟溜聰曲縛s凶u均｝

　　　　　VUr－pu　sar　La　aきk…一kam

　　　　　　　　　　　　ゆ　　　　20gar－dむ一a　91Sbasbur

　　　　　　Za獅n窪u　sar　G｛r－Sui“i－kam，　Ur－tar－kam

　各項の記載は以上で終りで，Unterschrlftにおいてnu－sar　d’Ba一かkeべ簸e　mu一働m

「バウ神の麩師たちが持ってきた」とあり，　それらを倉庫6－nig－gaに運んだ主語は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一17一



ラガシ、・王圏の軍事・労働組織に関する文書の背鑑の研究（1）

　
Sag5道ag5　dam　Urukagina　ensi　Laga§ki－ka（一・ke‘）となっている。　Urukaginaのensi

治世1年のigi－nu－dus－giss「果樹園のigi－nu－dus」への首e－ba（STH．1．15，　U．　ensf

I－6ba：首e－ba　igi－nu－du8首a－dub－d呈dli　d・Ba一の2貯）にはDingir－a－mu，倉一turs，　E－ta－en，

Ur－ki，　En－ki・sal－siの5入が代表受取人として現われる。　DP　107には，　この5人の

nu－sarの他にNimgir－abzu，　Ur－pu，　Zag－muの3人置nu－sarが現われている。　DP

107において，全く油釈的肩書をつけられなかった3入が凡てSTH．1．15，16に出て

いることは，DP　107の末書にnu－sar　cttBa－tl－ke4－neとあることと相対応し，かれらが

純粋に6－d’Ba－tt所属（従ってかつては6－mf所属）のnu－sarであったことを示す。

Dingir一・a－muは1かkur6－dab5－ba－d’Ba道への話e－ba表において，4人～5人のano－

nymのnu－sarに対する5e－baの代表受取人であって，　Lugalanda時代のBarnam－

tarra所管の9e－ba表にも，5人のnu－sarたちの代装受取人として現われる（RTC

54，IIL　Lugalanda　VI，2－ba）。そういう人物がsar　Gfr－suki－kam，　d・Ba一昏kamと注

釈されていることは，　今更ながらGfr－sukiと6－d・Ba唾との深いつながりを感得せし

めずにはおかない。

　とすると最初に出て来る人物ではあるが，En－kisal－si　nu－sar　Lagagki－kamは，そ

れらの人々とは別の出身の人物ということになりはしないか。そのことはNimgir－abzu

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下の種々の肩霧をもつnu－sarたちも，少なくとも一度はやがてSag5一きag5所管の第

2種の首e－baへ登場することと無関係ではなかろう。後世までGfr－sukiとLaga§ki

とが別の都市として区別されたことを思うと，6－mf－6－ci・Ba－tiは一・一一ncに広く考えられ

ているようにLagagk皇にあったのではなくて，　Gfr－suk量にあったと考えるべきではな

かろうか2τ）。

　ともかくもelユs至の意志によって，　d’Nin－gir－suのgem6やigi一・nu－dUsへのきa－ba

が，6－mfから出されることもあったことを記憶しておこう。結局6－mfは6－d’Nin－g｛r－

su（in　G≦r－sui《i）や6－d・Nange（in　Siraranki）と比肩するような2s）大組織の運営中心

ではなく，かなり小さい世帯の中心であった。このこととバウ神の宗教的な地位の高さ

とは直接関係がないように見える鋤。そして規模の問題に関しては，ウルカギナの改革

によって6－6－mfにバウ女神が入っても，それだけではens≦妃の管理する経済世帯の

規模に，決定的な変革はおこらなかったように思われる。

　En－bn－tar－zi，　Lugai－an－da時代のエソシ妃が支配管理する世帯と，　Uru－ka－gi－na時

代のバウ神を中心とする経営体とが連続することは，以上の考察によっても明かであろ

う。ただ，だからと云ってUrukagina以前のそれをバウ神殿世帯と云い切ってしまう

一18一



ラガシュ王国の軍事・労働組織に関する文書の背景の研究（1）

ことも，事実を誤るものといわねばなるまい。以下便宜上簡略する場合には，改革以前

を6－mfの世帯，以後をd’　Ba－tiの世帯と呼ぶことにする。また両時代を通観する場合

6－mtの世帯と呼ぶこともある。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　ここで，Ningirsu神の名を冠せられた世帯の大きさを物語るもう1つの史料を引用

しよう。これはテキス5にも明かなようにUrukaginaの＝ンシ治世1年の記録である。

Nik　58

夏682絶首e－ba－9蘇r－sag－ga！9ub－1uga1－

d；Nin－gir－su－ka

　ii　uru－ka－gi－na　ensf　Lagagki

（En－ig－gaB　iil　nu－banda　e－ne－ba

　u4－2－kam

　IV　4－ba－am6

ここでは　6281／2gur－sag－9乏1　という数と，

682gur－sag－g漬172　s≧1，　caンギルス

神のきub－1ugai（瓢「王の臣民」）への

大麦分け，

ラガシュのエンシ，ウルカギナ，

執事（エニガル〕が分けた；

2Hのである（？）；

4圓蟹の分配である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　首e－ba．．．6ub－lugal　d・Nin－9≦r－su　という

formulaが問題になる。ただこの場合は前節で取扱った§e－ba　gem6－dumu　igi－nu－dUs

首かdub－didliの場合と異なり，6－d・Ba一“では甑b－luga1だけに対する忌e－baリストは

　　　　　　　　　　　　　　　ないようである。Bamamtarra－Sag5－6ag5の名を冠した文書群から判断すると，この

人々こそ本来的戦士農民であったように思われる。すぐ後に明かになるように，農夫を

意鎌する普通名詞engarはラガシュでは，王国の支配者やその妃が支配する耕地の管

理人の一種を指しており，その人数も一時に数人程度に限られていた。sag－apin3a）や

nu－sarもやはり6－m｛の世帯の農業経営において，指導的・管理的な仕事に当る，少

数の人々の呼び名なのである。Deimelも9ub－lugaiをMi1量ta飯010nen「箪事植民」で

あって，「一種の農夫jSt）であると解している。彼らの組織については，第3章以下で

触れるが，　ともかくUrukaginaのensi治世1年の第2園目の忌e－ba　lth－kur6－dabs－

ba　ci・Ba一心であるSTH　1，6によると：

夏13　16蓉e－ba　1－gur－sag－g嶺

STH　i．　632）

　　　　　1－gur－sa－9蔚（ずつ）のきe－ba　13人

　一19一



ラガシュ王圏の軍事・労働総織に関する交撚の背漿の研究（D

1蟻1／2　　　　　　　　　　　’

首e－bi　13ろゑ嚢ie首一鍾一dtig

91貢1　11丘1／2

　　　　　　ノ9e－bi　g施E－me－iAm－sir

ll　lil’111il］／2

首e－bi　ll　a／2　Enim一王na一簸i－zi

〔2〕／4Ur－sag

⊂首ub－lugal－11ユe〕

〔111透1⊃，Hllfi3／2

首e－bi　11ろ盒Dam－diRgir－mti

lD圭一ud

l　Ur一（LNin－sar

uku－u§一me

●　　ウ　　●　　o　　，　　o　　．　　●　　．　　画　　o　　●　　●　　●　　o　　■　　．　　．　　・　　◎　　●　　■　　◎　　o　　●　　曹　　o　　●　　o　　●　　掌　　o　　■　　，　　■　　，　　，　　o　　，　　■　　o　　，　　●　　勝

　　　　　　！人：種（gur－sg－ga1），

　　　　　　それらの大麦13施（ク），（受取人）

　　　　　　きe§一1呑一dむ9；

　　　　　　9人：1（gur－sag－galずつ），！人：施，

　　　　　　かれらの大麦91／2（gur’sag“9ゑ1）・（

　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　受取人）E－me－lam－sir，

　　　　　　11人：1（gur－sag－9alずつ），1入：

　　　　　　施，

　　　　　　かれらの大麦11験（gur－sag－gAl），

　　　　　　（受取人）Enim－ma－ni－zi；

　　　　　　〔1〕／2（gur－sag－ga1）：Ur－sag，

　　　　　　〔（以上の人々は）9ub－1ugalたち。⊃

　　　　　　11人：1（gur－sag一霞1）ずつ），1人：

　　　　　　絶，

　　　　　　かれらの大麦官需（gur－sag－gal），（

　　　　　　受取人）Dam－dinglr－mu　；

　　　　　　1（gur－q．ag－gal）：D呈一ud

　　　　　　1（gur－sag－9議1）：Ur－d●Nin－sar

　　　　　　（以上14人は）uku一級き鋤たち．

o　　●　●　○　，　●　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　g　o　●　　，　願　●　●　●　o　　●　●　o　O　●　●　o　o　●　　，　●　o　●　．　曹　・　曾　●　9　・　・　◎　o　o　　脅　．　g　o　，　●　，　●　●

となっている。　なおタブレットの末羅部（cols．　XII～Xlil）の総：括によると：XH甑一

nigfn　（合計：＞67　王二二e－ba　l　gur－sag－gS　l，8雑3／4，9猛騒～一←質倉4，，64　1重　等隻，21養1／4十

弱。，51鱈鮭⊂極），5玉三食，21孟極；XIII〔9む一an＞首色1⑥21館e－ba－tur－ma碁一ba，

9e－bi　1エ5　gur－sag－gAl，蓉e－ba燕一kur6－dab5－ba　6『Ba妥・・…となっている。分配者（e－ne－

baの主語）はUru－ka－gl盤a　e盤l　Laga6k三，時は（itu　2　e）zen－bulむ9－1くし1幽Na飴e（一ka）

「ナソシェ女神の（ために）掲麦を食う祭（の月？）」，　支出倉庫はganun－sar（（贔＝

現場（？）の禽庫））である1；o）。

　このtabletでの9ub－lugalは3隊36人とUr－sagの計37人で，その首e－baは35

gur一：ag－9Alである。ただし，筆者の手元にある！2枚のこの種の9e－baは，本文書を

除いて凡て最多量の1人当りの邑e－baが72　sll（調等≦～gur－sag－9譲1）となっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一　20　一



ラガシュ王国の軍事・労働組織に関する文書の背暴の研究（D

ウルガキナのens至治世1年のもので利用できる9e－ba表はこれのみであるために，同

年の首e－ba嶺一kur6－dab5－baがすべて，本タブレットに準じたかどうかは不明である。

改革的新支配者の出現という特殊事惰を考えると，こb）年のきe－ba－1重一k謡6－dab5－baの

少なくとも馬面かが平生よりも多かったことが考えられる。STH　1．が2回霞の首e－ba

であることも考慮されねばならない。結局Nik　58できe－baを受けた9ub－lugal－d’Nin－

gfr－suの人数は682×3％5＝721人前後（ないしその2倍；1443人前後）であろう：s　’t）。

　9ub－1ugal－d・Nin一・gir－suには，理論的には1浄kur6－dab5－ba－dBa道である9ub－luga1

も含まれうるが，F6168の例に従ってこの場合は，ニソギルス神を名圏上の薗接の支配

者とする継織の甑b－1ugalだけと考えることができる。何れにしてもそれは，バウ神の

世帯の§e－ba表の甑b－luga1の18，5～！9，5倍の人数で，　gem6－dumu，　igi－mu－du，三一

dab－didliの場合の20倍とほぼ一致する。この数字がどの程度の全体性を持つかは軽々

に断定できないが，6一・mf文書の表面に現われる人々と同二二の人々がニンギルスの名

によって，6－miの世帯の人々よりも遙かに多数，組織されていたことだけは疑いない事

実といわねばならない。そしてSTH　1，6においてはuku－u9を加えても全18－kur6一一

dab，rbaの30％であるので，　この比率でいけばニンギルス神の直接配下の1並一k媒r6－

dubr－baは，　Urukaginaのensf治世：1年において2370人余となる。

　神の名において管i理される人々を6000人以上も有してい，1000人に近い農罠軍人を

含む二二数百人を割当地保有自由市民35）として持っている世帯がTelloh－G≦τ一su玉・三にあ

ったと推定することができるのである。こうした関連づけはまだ試論の域を出ない。し

かし6－mf文書がただ数百人の人々を直接動かす世帯だけのことを語っているだけでな

く，全しagash都市王国の中で息づいていた姿を蔵していることは，ほぼ開かにし得

たと思う。

　しかし，タブレヅトに一一一一■Ptならず現われるe－mf．所属の数百人の人々がどのように組

織され，どのような圓定度をもち，またそれを中心としてその背後に見えかくれする人

々をどの程度持っていたか，などについて，諸種のテキ・ストの間のidentificatlonによ

って明かにすることこそ，先学の研究を基礎としてこの文書群の本来の特色を生かすみ

ちであることはいうまでもあるまい。そこで次に一見軍事とは関係のない職名の者が軍

事関係文書に現われる聞題について，1，2の例を取上げてそのような操作を行なって

みよう。

一2玉．一



ラガシュ黒国の軍事・労働組織に関する文書の背暴の研究（1）

　　　　　　　　　第2章　engar・ki－gubとその軍事・労働記録への出現

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　びと

先ずウルカギナ．王治世：IV年の「パウ人j　Iti・・d●Ba－fiの戦（？）死者名簿をみてみよ：

う。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DPi38

　　　11Lugal－pa－b　engar　ba－ug7，．136）Ti－ra一益首一a　dumu一・ni　i－KU，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ff－dun一a堕

総：欝1謡、1露鼠冒『つ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16－dun－a　Ur．d・きh－nir－da－ka．me．

1鵡器論繋濃。d＿。＿、｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1fi－dun－a　Enim－dug4－me．

｝醗議論臨時＿、｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1丘一dun－a　E－nam－me．

　　　　　ノ

濫鵬驚疎酒、。g，　V、。m。．nH－KU、｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1i｛一dun－a　Se§一1丘一．d貢　一me．

　　　1　Ur一きubur，〔1〕Lugal－me尊ar－tud－n圭i－KU；

　　　⊂1〕Gala－tur，〔1〕毎ar－tud－ni　l－KU；

　　　1A一？一・？，1ibila37）（・＝dumu－nita）｝一KIU；．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　撮一dan－a　VI　E一一me－lrim－sir－me．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　1Ad－da，1Zi－mu　ba－ugブge；

　　　1Ur一護・Nin－inarki　ba－u．g7，1（Y）Id－1呑．蓉e首・・ni　1一・KU；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M’一dun．a　Enim．ma．．ni．zid38）一da．me．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VII　9ub－lugal－me．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一22一



　　　　　　　　　　　　ラガシ凱王国の軍講・労働組織に関する文書の背暴の研究（1）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ1Ur－abzu，1Ga｝a，1Amar－ki，11m－su－su－ga，1Zag－mu，1ひ丘，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lfi－dun－a　Amar－ki－me；

1Luga1一？一首ag4，1Ur－d・N至n－gir－su

　　　　　　　　　　　　　　　　　　l貢一dun．a　VIII　Dam－din．gir－mu；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ul〈u－u首一・me39）ha－ugブge．

　　IX面一・三9≦・20・IG・｝fi－n。，．t。g，11・16・IG・1－t。g，　lk一・・B。舳。　ba一。9，一9・，

　
Sags一きagr，　dam　Uru－ka－g｛一na　lugal　Laga誉k‘一1〈a，　En－ig－gai　nu－banda　m縫一bi論

　e－sar．　IV．

　はじめの3項だけ訳正すると一

　　Iengarのルガル・パエが死んだ（ba－ng7：sing．）；その子（dumu－ni）のティラ

　　アシュアが（跡を）ついだG一一KU（・・　dib　？））40）；ウルサグの配下の者（K－dan－a）

　　である。

　　ルガル・ナソガラナ，…………，…………，

　　II……（計4人）が死んだ（ba－ugτ一ge　：pl．）；

　　ルガル・アムが死んだ，その：父アンナネクシュがついだ；ウルキが死んだ，その子

　　メアソニシがついだ；

　　ウルシェニルダの配下の者である。

　　III　anナム，ウカシュが死んだ；ナムマフ＝が死んだ，その子のナムグがついだ；

　　エニムドゥグの配下の者である。

　以下の本交は上の訳を参照すれば，圃じ講成の繰返しなので肖ら明らかであろう。た

だしEnim－ma－ni－zidの配下の者のあとで「（以上は）『王の臣昂』蜘b－luga1たち」と

一一wgされていること，およびそれに続くAmar－ki，　Dam－dingir－muの配下』の春たちが

uku－u9－meと一括されているように読みとることができること，の2点が注意を要す

る。

　なお甑一nig≦n以下のUnterschr圭fは一一

　　舎計　20人は人（＝後継者）を取らず，

　　　　　1！人は入（＝：　ク　）を取った，

　　バウ：神の人々が死んだ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Laga6の王Urukaginaの妻Sag5一甑g5；執事のx＝・・＝ガルがその名簿に記入した。

　　治世IV年。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一23一



ラガシュヨ三圏の軍事・労働組織に関する文書の背鑑の研究（1）

となっている。

　召集記録であるNik　3；DP　135などでは召集者が国王Uru－k：a－gi－naであるのに

対して，この戦死者およびその後継春リストのUnterschriftの責任者がBa遁女神を

　　　　　　　　　　　　　　　　所有者とする世帯の支配者，王妃Sagr－gagsであるのが目をひく。そこにも実体を伴う

一つの管理組織の存在が看取される。

　戦死者31人のうち23人が9ub－lugal，8人がuku－u6であると考えられるまとめ方

である。このタブレヅトに現われるような1fi－dun－a　x　rxの配下の人々」という組織

を中心として編成される「バウ人」の部隊は，vAT　4681（or．　26，　pp．36～39），　Nik　3；

DP　135，136などによると，100人乃至184人である。そのうちの30人が死ぬという

ような高率の「死」は戦死以外には考えられない。ダィメル以来，戦死者名簿とされて

きた4Dのも当然であろう。

　ところで戦死者3！人の全部を，テキストのまとめに基いて甑b一圭uga1およびuku－u9

と考えて間違いないであろうか。その答はしかく簡単ではない。

　問題は，　この戦死者リストの最初の人物Luga1－paや　とその職名engarにある。

engarという文字は，　apin＝鋤，愈u＝耕す，　absin・＝うねと同じ文字で，　engarと読む

ときは農夫を益す。DeimelはこれをBauer，　Genouillacはcaltivateur（耕作者，農

夫），Rosengartenはダイメルの訳をうけてpaysan（百姓，農民）と訳している4：）。

engarが一般的に農夫を表わしたことは例えば，後世に伝わった諺首註一bi－zi－ga　ugula

nam－me，　sipad　engar　nam－me「？は監督になろうとするな，牧人は農夫になろうと

するな」43）によっても明瞭である。しかし少なくともこの時代のLagashの行政・経済

文書にあっては，それは1つの独立したtitleと解さねばならない。

　DP　87をとってみよう。これはLugalanda治世V年のH付を有するmag－da－ri－a

「捧げもの」「贈物」の小記録である。　　　　　　　　　　’　r

　　　　　　　　　　　　　　　DP　87

1〔1　ma6⊃　ma首一文字－r圭一aきe蓉一1孟一d豊9

1　rnag　d’Bad

1．ma首　lt］一me－1ゑm－s圭r

II　1　mag　Enim－ma－ni－zi（d）

ugula－m．　e“）

一L4一

小山羊1頭の捧げ物，シェシュルドゥ

グ

小山羊！頭　バド

小山羊！頭エメラムシル

小山羊！頭エニムマ＝ジ（ド）

たばねたちである。



ラガシュ王圏の軍事・労働継目に賦する文書の背景の研究（1）

1　mag　Ur－dam

1恥a首　B6zur－ma－ma

lma善　Lugai－ma蓉一su

1　mag　Gala－tur

III　1　mass　Ur－du6

1ma首LugaLpa一さ

engar－rne

1　mag　En－turr，　sipa－ama－gan－ga

IV　gu－nigin　11　mag　mag－da－ri－a－ugt！一

la－ne

ezen－ge－k“’一d’Nange－ka

VBAr－nam－tar－ra　dam　Lugal－an－da

’ensf　Lugagki　V

小山羊1頭ウル・ダム

小山羊1頭ブズル・ママ

小山羊1頭　ルガル・vシュス

／卦山羊1頭　　ガラ　。　トゥノレ

小山羊1頭　ウル・ドウ

　　　　　　ノレガノレ・パェ

iエンガル」たちである。

小山羊！頭，「はらんだ騙馬の牧者」

エンドトゥル。

合計11頭の小山羊，たばね達の贈物，

ナンシェ女神の（ために）麦を食う祭

に際して。

ラガシュのエソシ，ルガルアソダの妻

バルナムタルラ。治世V年。

　首u－nigfn「合計」以下のタブレット末尾の総括において，　ma首一da－ri－a－ugula－ne「『た

ばね」たちの贈物」と一括されているが，上寵のtranscriptionおよび醗訳によって，

実際には4人用ugula，6人のengar，1人のsipa－ama－gan－9aが夫々！頭ずつの小山

羊を，エソシ妃Bamamtarraに捧げていることが分る。この種の一抵の仕方はシュメ

ール経済：文書に頻繁に現われる形式である。　この場合a）3つのtitleうち後2者が，

ときに最初のtitleとは独立して現れるが，広く考えればそれに含まれる場合，　b）3者

夫々別々のtitleであるのに便宜上最初のtitleで代表される場合，　c）最初のものは例

外的ではあるが，そこに含まれていることが重要な意義をもち，後2者のうち代表的な

titleで全体を代表させる場合，の3つのcaseがある。特にugula－neと一括される

場合にはa）の可能性が強いことをあらかじめ指摘しておこう。このことは，次章にお

いてugulaの実体について触れるとき，問題となるであろう。

　ともかくDP　87では6人のengarのグループの最後にLugal－pa一も　．の名が出て来

る。それは戦死者名簿が書かれた：Urukagina王の治世王V年よりも，7～8年前の

Lugalandaの治世V年のことであった鋤。

　ところが，岡じグループはまたengay－ki－gub－meとも呼ばれた。たとえばNik　173，

II5－IIIでは：

一25一



　ラガシュ三霞国の軍事・労働二三に関する文書の背籔の研先（1＞

　　II　1　mag　Ur－dam　　　　　　小畔1頭ウ，レ・ダム

　　1ma首　Lugal－ma昏su　　　　　　　　　！」、亡羊1頭　ルガル・マシュス

　　III　l　ma首Gala－tu・　　　　　小山羊1頭ガラ・トゥル

　　1m雄　B“zur－ma－ma　　　　　　　　　　小山羊1頭　ブズル・ママ

　　1ma首　Ur－du6　　　　　　　　　　　　　小山羊！頭　ウル・ドゥ

　　engar－ki－gub－me　　　　　　　　　　　「土地管理（？）の農夫ゴ6）たち。

　このNik　173もDP　87，　F660などと同種のma首一da－ri－a記録で，日付はLugal－

andaの治世II年である。

　次にUrukagina時代かLugalanda時代かは断定できないが，そのどちらかの治世

の王V年のkiれ一dh－a（労役奉仕）の記鋸7）に，同じ人名グル・・一プについて，再びengar－

ki－gubという職名が見られる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　DP　646

1　1　6g　・　s　gi　kik－dat－a　Ur－dam

1施69Luga正一ma首一su

1　6g・2gi　Btl’zur－ma－ma

II　1　6g　Gala－tur

16首・5gi　Ur－du6

engar－k呈一gub－me

HI首u－nigfn　60　gar－du・2－gi

　　　　　　　　　ぐkin－dh－a　id－9ゑn－Seき一dh－a，

§巨一id－da首u－1き匙｝一ag－dam

engar－1〈i－gub－ke｛　IV　e－KU

　　　　　　’嘲ρ酬

En一圭9－ga玉nu－banda近一i（圭一maレta

首a－9巨n－ga一蕊mu－ae－dh　IV

一26一

2δgiの労役（＝字義通りには「作り

仕事」）ヴル・ダム

30gi（の仕事）ルガル・マシュス

22gi（の仕事）ブズル・ママ

20gi（・・16首）（の仕事）ガラ・トゥ

ノレ

25g呈（の仕事）ウル・ドゥ

土地管理（？）の農夫たち，

合謝一　122gi　（1　gar－du＝2　gi）　（＝＝

240．24m）の

シェシュドゥア耕地の水路の作り仕

事，

水路の中で手が洗われた。

土地管理（？）の農夫が（労役に）服

した。

執事のエニグガルガ「大水路のfijか

ら

丘状の耕地の中まで造った。王V年。



ラガシュ王國の軍事・労働総織に関する文轡の背景の研究（1）

　DP　87やF660のengarがNik　173やDP　646のengar－ki－gubであることは

かくて明白である。もっともこのことは，Deimelによって早くから指摘されていた。

しかし以上の4つのタブレヅト及び後で問題にするNlk　3（Uruk．　V）を通じて，　Luga－

1anda治世II年からUrukagina王治世V年の間に，　Lagashの支配者妃が行政管理

した世帯において5人ないし6人のengarが，上記のある程度固定した入々を実際の

内容として活動していたことは改めて確認しておく必要がある48）。

　というのはきe－ba一至ti－kur6－dabr－ba　d’Ba－tiとの関連の問題である。kαr6（瓢k縦um＝

ku（r）＝＝kU？）はもとパン，食糧（Nahrung）などを意味したらしいが，遅くともこの

時期には，Nahrungsland（食封地），　Arbeitslos（働き分），　Prabunde　od．　PfrUnde

（扶持）を意味した49）。　この広く受容れられた解釈とほぼ同じ考えがフランスでも古く

から採用されてきた。例えばDocuments　pr6sargoniquesの著者Allotte　de　la　Fuジe

は，kur6－ens至という表現に関して，「それ（すなわちkur6）はアッシリア語の加7－

matu，すなわち食糧（nourriture），生計費（entretien）である………。私はこのsug

PA・TE・SIは，彼の配下の人々（son　personnel）の生計を維持するために彼に与え

られる財産を含むと考えたい気持になっており，歳費（dotation）と訳す」と云ってい

るse）。

　1重一kur6－dab5－baのkur6がこのような性質：のものであることをあらためて確認した

上で，engarにかえろう。次にかかげるの越Urukagin・a王治世VI年の第6園の首e－

ba－1丘一kur6－dab5－baの最初の部分である。

　　　　　　　　　　　　　　　DP　121

1　（3）　16－ge－ba　8／2i　engar－ki－gub－me

4r圭一垣u悔

脆4Q註1一・si

弓盒4d・Nanきe－da－nu－nユe－a

ugula－ki－sig－ka－me

髄4Lugal－pa一合sipa一蕊麺

13　1直　8／24，〔2〕　1丘　τ倉4

一27一

（3⊃人：1人48シルずつの大麦分け，

土地管理（？）の農夫たち，

4人の鳥捕り，48シルずつ，

48シル，カル・シ

48シル，ナソシェダ・ヌメア

（以上2人は）羊毛場の監督たち，

48シル：豚飼い（責任者）のルガ

ノレ。ノ〈　＝＝

48シル（ずつ）！3人；42シル（ずつ）

⊂2⊃人



ラガシ。・黒国の軍事・労働組織に関する文書の脊暴の研究（1）

　　施＠zcu”eifbrm）Ur－sag　　　　　　　72（喫形文字で）シル：ウル・サグ

　　9e－bi　8　Y4＋1／2（勿cuneifenn）gur一　　それらの大麦は8グルサッガル36シ

　　sag－9記Ur－s49　　　　　　　　　　　　　ルと72シル（襖形文字で）；ウル・サ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グ；

　首e－baを計算してみると；

　　（（3）×48　sll）一1一（4＞．（48　s｝1）一t一くt8　sll十48　sll十48　sll十（13×48　s｝i）十（2）×42　sll

　　十72　sll　（in　cuneyform）＝＝　8　gur－sag－gal　108　sil

となり，　この計算によって，engar－ki－gubや豚飼いを含む合計24人のグルー・プが，・

Ur・sagを長として一隊をなし，かれらの9e－baをUr－sagが代表受取したことが分’

る。これは計算がグループの上限を明かにする例である。engar－ki－gubと「羊毛を処

理する女たちの監督」ugula－ki－sfg－kaと「豚飼い」が，一人の代表受取人の下に一括

されるのはどういう場合であろうか。それはkur6－ensf　gan－nfg－en－naの耕作・収穫，

運河造りや城壁造りなどの賦役の場合か，それとも戦争，防衛守備，ないし軍事訓練な

ど軍事に関係のある場合に違いない。

　第1種首e－ba蓑の場合，豚飼いやeng’ar－ki－gubや女たちの監督が，常にこのよう

に9ub－1ugalと結合した形で大麦を受けとった訳ではない。　Urukaginaの治世III年よ

りも以前には，これらの人々は9ub－lugalやuku－uきとは区別されて，夫々個々ないし

職業別に記載されており，軍人による代衰受取を受けていない。そしてUr－sagも，ウ

ルカギナ王のensf治樵1年から1ugal治世II年に至る3年闘にはきub－luga1－meと一一

括されるグループの最後の方に，代衰受取人としてでなく，72sll　Ur－sagという形で

出て来る。この人物は，荊の支配者Lugalanda時代の蓉e－ba表には姿を見せていな

い51）。engar－ki－gub，　ri港uがUr－sagのグループに入るのはUrukaginaの治世III年

にはじまる。治世IV年の戦死者名簿にLuga1－pa－b　engarが入っているのもうなづ

けるわけである。他方，engar－ki－gubおよび「鳥捕り」の勉に，豚飼いなどがUr－sag

の代衰受取のもとに入るのは，手元にある6e－ba衷ではUrukagina王の治世VI年に

なってからである。　もっとも治世IV，　V年のこの種のリストはないが，おそくとも治

世V年には，この種の受取り方をしていたであろう鋤。

　しかも，この種の組合せのグループは現在のところ，ki籍d昏aなどの実際の労役記

録には見i当らないで，軍事組織と関連するタブレットに見られるのである。
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11Gu．fi

lLugal－maき一su

lGala－tur

lLugal－ne－nu－um

lUr－du6

engar－me

lQゑ1－s童

1d・Nan蓉e－da－nu一一me－a

ugula－ki－sig－ka（愈になっている）一me

l　Lugal－pa－6　sipa一きゑ奪

1……，（以下4人）II　ri恵u－me

lUr－d・En－ki

lL貢一d・Ba一養

王丘一Ur－sag－me

lSig4－d・En－1fl－li

lUr－ki

l　Lugal－kur

蛋　Enirn－dug4

1E－mu－kaき一dng

lE（～）一1透

1E－ur

l重　E－nam－me

1？

　　1貢Se9－lrk－detg

lUr－sag　ugu1a

首u－nig至n　23－1遠Ur＿sag　ugula＿bi

ラガシュヨ三隣の軍事・労働組織に関する文書の背暴の研兜（1）

　　　　Nik　3

　　　　　　　　　1人　グ・ウ

　　　　　　　　　！人ルガル・マシュス

　　　　　　　　　1人ガラ・トゥル

　　　　　　　　　1人ルガル・ネヌム

　　　　　　　　　1人ウル・ドウ

　　　　　　　　（土地管理（？）の）農夫たち，

　　　　　　　　　1人　カルシ

　　　　　　　　　1人ナンシェダ・ヌメア

羊毛場の監督たち，

豚飼いのルガル・パエ，

1人…，…鳥捕りたち，

1人　ウル・エンキ

1人置・バウ

（上の2人は）ウル・サグ配下の人々，

1人シグ・エンリルリ

1人　ウル・キ
　　　　　　　　　’
1人　　　ルガル・クノレ

（以上3人は）エニム・ドゥグ配下の

再々，

1人エム・カシュドゥグ

1人　工・ル

！人　x一・ウル

（以上3人は）エ・ナム配下の人々，

1人………

（上の1人は）シェシュルドゥグ配下の

者，

1人長のウル・サグ

合計23人，その長はウル・サグ

DP　121では、24人で婦の騨して・この職記録では23人で効・engarの数や

　　　　　　　　　　　　　　　　　　一29一



ラガシ晶王圏の軍事・三三組織に闘する文書の背鑑の研究①

9ub－1uga1配下の人々の数に少しずつ移動があるが，全体的溝成としては符節を合わせ

たように重なりあう。双方のタブレットに，Qal－slとd・Nange－da－nu－me－aの2人の

羊毛場の監督，豚飼いのLuga1－pa－b，数入の鳥捕りなどが組込まれていること，およ

びDP　121におけるUr－sagによる9e－baの代表受取りとNik　3におけるuguia

Ur－sagを長とする班編成，一それらは見逃すことのできない両者間の緊密な三三を

示している。

　このNik　3を，先の戦死考リストDP　138と対照させてみよう。

　DP　138において，　engarのLugal－pa－hがUr－sagの配下として戦死したことは，

第1種9e－ba表PPユ21や，査閲名簿Nik　3の構成と明白に対応する。

　しかるに，このengarないしengar－ld－gubはDP　138においてそうであったよう

に，首e－ba－IG－kur6－dab．・一baのリストやNik　3においても，6ub－lugal－meと一括され

るグルーブと微妙に密接する。即ち彼らは軍事組織や労役奉仕においては，1兵士，1

奉仕者・1賦役人として頗る謙虚な表われ方をし，その限りでは，独立した人格として

表面に現われることの少ない多くの9ub－1ugalたちと変りないように見える。事実，多

くの本来の9ub－lugalに混じって，　engarのLugal－pa一さが広義の9ub－luga1のi人

として，戦死しているのである。　そこで次に，彼らがengar（ki－gub）として，6－mf

ないしa’Ba－fiの組織体での本来の仕事に従う場面を検討しなければならない。

　例として戦死したLugal－pa－bを取上げてみよう。

　　　　　　　　　　　　DP　585　（Urk．亙V）

互9（ik・）95。一si・一ia－magb3）D。。一d・磁一e・・f－gal

器欝潔㌔器、、9］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，2（iku）9葡一si。一1。．m。9　Ni，Z，gir一，i　l

H3（圭kの、・1、i、一，掴。一mag　K、．ku一一ni／〔d。m＞・・。．me

3（iku）　9義n－s量r4a－ma首　En－tur5　sag－apin

6（iku）　g漬n－sir一・la－ma§　Ur－bur－sar－ra　III首udug－6－babbar

6（iku）　g溢n－siで一ia－ma首　Amar－mh§一aきudug一（i・Nan首e

IV　9u－n19｛n　2（b“r）施（ik：u）9塩n一邑e－sir－la

92n－tiru－1a1　Um－me－z〔ag－nの一sl，

95・n”ti－rum（d’Ba一の，　E垣g－ga圭v簸u－b毒nda　mu－g≦d，

　

Sag5一首ag5⊂dam　Uru＞ka－gi－na璽ugal　Laga首玉d－kai工一・IV・
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ラガシ裁王国の軍事・労働組織に関する文書の背暴の研究（1）

　　さらにDP　592ではgi　n－kur6－ge－sarra，　gAnX－tug　gAn－sir一一laからなる，　200　iku

以上のg葡一Da－tir－ambarki－kam，＿．．gan－G“rb2n－da－arr｝，首eTsar－a・kur6．動u，1alr

9≦d－da　d’Ba－tiにおいて・En－ig－gal．nu－b的daが穣地したのに対して，　Lugal－paやが

engar－biとなっている。　DP　585の人名が，この種の託営地タブレット以外，ほとん

ど6－rnf一一d’Ba－li文書に登場しない人々によっ．て睦めら．れている5《）のに対して，D？　592

では，2bhr　l　iku楓g譲n－sir－1aを牽託レているLugal－pa－b　engar自身をはじめと

して，15施iku　gづ．n－kur6を保有するUr－sag　gal－t王kU（cols。　VI～VH），2　binr　6　ikuの

g翻一kur6を保有．するAmar－ki　ugula（．VI（Rev．　II）），3％（iku）g2n－kttr6をもつ

pi－ud（coL　VI）や2bitr　ll　ikuのg謡一1e－tukを受託するgara§など，　ugula層

やgara首．．の名前も見える。そのような土地における，　En－igrgalを名冒人とする検地

に対してLugal－pa－bは，組織を代表するengar－bi（そり：土地管理（？）の農夫）であ

った。また次のような場颪にも彼が出てくる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　DP　39！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　IS65－sa　gd一…ki－sum－m・騨U一・ig一琴a一蝋1癖・

　　　203－sa　g幅・n　ki－sum－ma　II　ga・一gibil－tur－t・i一亡如，．

　　　　　　£・一ig－9・1幽6－ki－s呈レia－k・HH　1－tti’m；．

　　　23e－sa・96－m・・gan－Da－gir－k・墜m・一sig，，　bad－a　IV　mu－gAl；

　　　39◎一sa　g緬・・蜘Da一之ir－amb・…一a－k・L・9・i－Vp・・b・・g・・一u・u（・・r6♪mu－sig1，

　　　　　　Luga1－pa一もe－da－g益1．

　　　9綻一m・面一rum一・・B・一6’；VI　5・g、一s・g、　d・m　U・u－ka－gi一・a　1・g・ほ・g・9・’一ka．　III．

　　　　565束の9浄mun（豆の一種），　Ugigの耕地から持っていった。230束の9か

　　　mun，小新耕地か．ら持っていった。（以上を）執事のEn－ig－galがKi－s｝｝4a倉庫

　　　へ運んだ。

　　　　230束の9かmun，　Dagir耕地でUr－sagがつくった。　（それは）城壁にある。

　　　390：束の9Il－mun・Da－tlr－ambarki耕地で（町の）engarの墜がつく

　　　つた。Luga1－pa一ものもとにある。

　　　　（以上全部は）Bau女神所有の9・！－m．　un；ラガシュの王Urukaginaの妃5ag、一

　　　§ag5．　III．

　　これら諸種のタブレットに出て来たしuga1－pa一邑engar（一ki－g’ab）は，　DP　138で

ba－ug7と記されたUrukaginaの治世IV年を限りとして全てのタブレットから姿を消
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ラガシ訊王国の軍衷・労鋤紐織に関する文書の背鑑の研究（1）

す。彼がLugalandaの治世IV年ごろに記録に姿を現わしたとき，何才であったか不

明であるが，それから7，8年後に死んだとき，猛dun－a　Ur－sagの後継春として，そ

の息子をのこすことができたのは，DP　138の示すとおりである。

　以上本来の9ub－lugalでないengar－ki－gub（一ak）がおそらぐUrukaglnaの治世

III年以降軍事組織の恒常的メンー〈・・一となったことを見てきた。しかし9ub－lugal以外

の様々な肩書をもつ「バウ人」が，市民軍的構成鋤をもつNik　3には登場した。そし

てそこには更に43人の各種の「職人たち」gig－kin－ti－meが含まれている。この職人た

ちは軍事綴織と関係があると思われるVAT　4681（Urukagina　H年）紛に既に8人kil

て来る。その中7人がNik　3に出てくるのと岡じ人物なのである。即ち後に大量に軍

事組織に参加した職人たちの一部は既にUrukaginaの治世II年から軍事平織に関係し

ていたらしい。そのgi§一・kin－tiがそれよりも遙か以前に戦争に出ていた記録が思いがけ

ぬところに見出される。

　それはニンマル神のsanguル・エソナM－en－naがsangu　ci・Nin一（gir）一suであっ

た（En〕一e－tar－ziにあてた書簡の一節である57）。それによるとLaga靭から戦利晶を奪

った600人のエラム人鐵Elaml｛iと彼は戦い，540（隅60×9）人を捕えたらしい。そ

して1Ur－d・Ba一己絃一dun－a　N≦9一蹟一nu一磁m　ugula　simug－ka醸7ba　mu－9〔2．1〕（col．

IV2－6「鍛治屋のugulaのニグルヌトゥムの配下のウルバウがその中にいました」。　彼

は6rcl・〔Nin＞may’“1－ka－ka．　e－dib　．rニンマル神殿で（守りに）つ：いていた」らしい。この

6一（LNin－mark皇の親思はDP　123にも出て来る。それによると，44人の1二一‘L顛疑marki－

ka－meである9ub－lugalが，バッバル神殿のsangu配下の群々1U－sangu－6一’腺bbar一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノka－meである25人の9ub－lugalと共に，　Urukaginaの三磁己Sag5一首ag5から，　E－ad－da

で行なった仕事の代儲：として，パンの分配を受けている。6玉Ba蟻（ないし6－lnf）と

6一‘’LNin－markiは，両者が或程度離れた所にあったにも拘らず，密接な関係が、あったと

考えられる。

　そこで筆巻の作成しつつある6－mレー〔烹・Ba一しi交書の人名リストに彼の名前を探して

みると，9e－ba－igi－nu－dus（・｛1），9ft－dub－didliの中に興味ある書式のもとに登場する。

というのは§a－dub－didliの中のgi9－kin－ti－ineにおいて，5人ないし4人の〆これらの

表で首e－baをもらっているsimugが，　Nig一常態u－t遠m　e－da－sig7として記載されてい

るからである。前に論証したように絢，　こうした形で出てくるN至g4かnu一磁mのよう

な場合には，彼もまたsimugであり，かつsimugの中でも重要な位置をしめ，多く

一32一



ラガシュ三｝三團の軍事：・舅働組織をこ関する文書の背漿の研’究（1）

の場合1“一kurc，一dabs－baである。9e－ba－1“’一kur6－dabr，一baにはsi熱望がはじめ2人，

Urnkaglr．aの治世末期には4入出て来るが，残念ながらそれは人名を伴わない。　Ene－

tarziへの手紙ときe－ba表との問には，　Lettreの治琶V年がEntemenaのものであ

ると20年以上をへだてており，M9－1面nu－tU狐やUr－d・8a遜が後年の軍事的記録に現

れないのは当然かもしれない。何れにせよ，鍛治屋のたばねとしてのNfg－16－nu－t6m

が同一人である可能性は大きい。　なおUr一（LBa道という名も，　RTC　24（U．　or　L．？

IV）に農具の仕事をしているUr－d’Ba遜simugとして現われている。ともかくEn－e－

tar－zi－E簸temena時代に6・・a’Nin－markiに駐屯した人々の中に狭義の甑b－lugalなら

ぬsimugがいたことは，記億に値する。

　市民軍的構成をもった軍隊編成記録はUrukaglnaの治世の後半にいたって漸く現わ

れるのであるが，軍事組織の市民軍：約な性格の一端は，engarについてみればUruka－

ginaの治世IU年にすでに現れており，　simugについてみればEnentarziのsangu－

d’Nin－gfr－su時代に遡る。もちろん，組織化の程度はUrul〈agima治世後半に至って格

稼に進むけれども，ensi妃の管理する世帯の中堅的な働き手が軍事組織の1員として

時に広義の9ub－lugalに数えられることもあるという関係は，　Enentarz童時代に遡るの

ではなかろうか。この点に関しては，その治世H年の濤付をもつ，後の1il－kur6－dabr－

baに対するzfz－ba．．．．ezen－d・Ba一かkaの二型と見られる分配記録が，9e－ba－ziz－ba

ld－IGL　LAGAB　gub－lugal－ke4－neと総手法されているのが注巨される59＞。　DP　138や

Nik　3やDP　i21においてengar－ki－gub，　ri逗u，　ugula－ki－slg－kaなどが狭義の6ub－

1ugalとならんで9ub－lugai－me　［きub－lugarたち」と一括されることと，このHackman，

SAAT　347において首ub－luga1と各項で明記される人々が！入も出て来ないのに，

Unterschriftで上述のような一括がなされていることとは，密接な関連をもつと考えね

ばならない。

　engar－ki－gubはエンシ妃の管理する世帯の農業経営において検地に立会い，収穫物

の倉庫への納入に責任をもつ少数の下級管理者的なグループであった。しかし彼らは，

Urnkagina治世の後半の話e－ba蓑や軍事三七記録においては，嘗て彼らの指揮に従っ

たであろう人々と並んで，一兵士・一奉仕者として登場する。　この時期のUmmaの

Luga1－zag－gi一・siとのfatalな戦争が，組織的軍隊編成記録の出現の背景をなしていた

ことは確かであろうが，一方では，EnentarziからLugalandaにかけての時代に既に，

徐々に支配管理組織が王宮や神殿を核として整いはじめ，社会経済組織と軍事総織とが
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ラガシュ薫圏の羅事・労働組織に関する文書の背景の研究①

組織的に結合されつつあったという事情も作回していると思われる。

　戦死者名簿に見えた1人のengarの発見を発端として，多くのテキストにおいて9ub－

lugalとは明確に別のグループとなされながら，幾つかの軍事テキストでは狭義のきub－

lugalの周辺にあって，それと混活する現場管理者の存在を本章では実証してきた。そ

こで次章では狭義の9ub－lugalの内部に立入って，　ugulaの下での統率の問題や首e－ba

表での人数を遙かに上廻る人数が背後に存在している問題，及びsag－apinなどの労

働組織との重複の問題など，ラガシュ王国の軍事・労働組織の中心的問題に進みたい。

　（本稿は39年度文部省科学研究費による成果の一・asである。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（筆岩は京都府立大興野家敵学部助教授）
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　No。50，1961年），　rシ＝・．メール土地制度について一初期王朝時代まで」（『人交毒〔京都大学教

　養部〕9，1963年），rシ。，．メール都市国家と「国土」の人βについて」（『薩南アジア研究』10，

　！963年），「ケンギル都市岡鞭について～初期メソポタミア史の一問題」（『史林』47巻1号，

　1964脅三）0

7）　「UET　II　371文書の解読とその解釈一軍事的柔罵3Σ働組織：治水とヨ三権の起源」（『西南ア
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ラガシュ三｝三囲の軍事・労働組織に関する文轡の背量の研究く1）

　　ジフ：畠TZ：F・究』　！4，　1965魯三）0

8）］lbgic．o’IIOBの著欝は，まさにこの観点の可能1生を実議するものであった。

9）　Yvonne　Rosengarten，　Le　co准cept　sum6rien　de　consommation　dans　la　vie　economique

　　et　religieuse，ρaris，1960：avant－propos参：1糺　この大著で著者｝まkfi（　・・　k“う．♪という動

　　詞の様．・？な意味を，［司じ意味でこg文字が鴫でくる各種のタブレットを集めて「科学的に」明

　　6か．にしていくと．いう態度を一輿させ’〈，Vh　｛｝。．ぞの結果，著巻の引接の昌的とは離れて，幾人

　　かの人名のlde壁i飴atignを諦P．たり・職名や禽鷹名や月名の整理なども行なっている。　Dei－

　　melのLagash．．に関する仕事ρ琿接9igかつ批判酌継承者として注屋されζ業績である。なお

　　　　　　ノ　　詞髄にE；tu母旦llnguistique　et　sociale　d’apr≧s．t号x．t．es　pr6sargoniques　de　Laga9とある。

ユO）仰えにRq与・騨・t・P・・ibid．，　p．　27…1で9．e‘ki“・）1“1・の機能についての言及をみよ・

1！）W．F6rtsch，．Altbabylonische　Wir㌻scha聯lexte　aus　der　Zeit　Lugζland3’s　und　Uruka－

　　gin・’・・L・ip・ig・　1916・　12）lg・r’r・9“gAl・＝＝　144・il　一　121　if・（0・・7・P・　i9）・

13）　H．de　Genouillac，　Tablettes　sum6riennes　archal’ques－Mat6riaux　pour　servirb1’histoire

　　de　la　soci6t6　sum6rie孕ne（以下TSAと略す）・10・

14）VAT　4416およびVAT　4628．　cf，　P．　Deimel，　Die　Lohnlisten　aus　der　Zeit　Urukaginas

　　und　seines　Vorgヨngers；1．きe・ba－Te準e、d．1｝．．Gers㌻e－Lohn・Listsn　2），9e－ba　igi－nu－dti首a（g）一

　　dub－a首一a首一Listen，0．rientalia　34～35，　pp．43～51．

15）　Frangois　Thureau－Dangin，　Recueil　de　tablettes　chald・6ennes，　Paris，1903の略号。

16）　Cf．　Urukagina，　Cbnes　B（et　C），　IX7－m（VIIIifite・；）：6－ensf－ka　gゑn－ensi－ka・ka　d・Nin－

　　glr－su　luga玉・ba　i一瀬n，6－6－m｛9血n－6－mf－ka　b’Ba－G　nin－ba至一gin，6－namrDUMU　gan・nam－

　　DUMU－ka　b・きul一首ag4－ga－na　lugal－ba　i－gin．「：ンシの家，エンシの総にその所有者（嵩薫）

　　としてニンギルス神が入った。「妃の家」の象（or世帯）と「妃の家」の農にその：女主として

　　バウ神が入った。　「幼い者」の家と「幼い者」の纏に，その班三者としてシュルシャガナ神が

　　入った。」ここでの6・6－miは，実繁の管理認録に鳩てくる6－miと同じものと考えられる。た

　　だしganについては，行取・管理文書にもgゑn－6－mfという門門がみられる。　Cf．　DP　574，

　　VL（なおそ尋．ではgAn－6－m｛一kagnカ｛kur，3－ensi－ka－kamと対置：されている。）エンシ妃がバウ

　　女神の名を伴わずに細々を管理・支配したことが，改革碑文のこの長門と摺対応するのに対し

　　て，gem白；dumu　ct’Nin・glr－suの名がLuga！anda弓田宋期に，依然として実際の管理詑録に

　　用いられたことは，まことに注給に健する。

17）　註！4）．を．みよ。　　　　18）　この2だけは族i回文宇の数字で轡かれている。

19）2’ №?ｍ６，18　s）1ずつの首e・ba　36　s｝1（漏硫gur・sag－gal）が，やはり撰形数字で書かれて，

　　他と区別されている。

20）　Cf．　P．　Deimel，　Die　GAR－Texte　der　Urukagina－Zeit一一。，Or．32，　pp．1～83。
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ラガシ蹟荘圏の軍事・勇働懲織に関する文書の転遷の研究（1＞

　　21）　「弱蜥」であるのは，このタブレットが孤立した記録ではなく，　数十の1家畜飼育・管理詑録

　　　の中にこれを泣置づけることができるからである。その整理は現在準備中であるが，このテキ

　　　ストの背景について1，2言及しておく。支配者以外にこのテキストに現われた2人の入物の

　　　うち，Nigln・mudは，　Barnamtarraが所有・管理し，改革後バウ女神の名の下にシャグシャ

　　　グが管理した世帯のIG・kurs・dabs－baで，　slpa－udu－slg－ka「毛の羊の牧者」として各種のi多数

　　　の交書に登場する。Ur－9e§（～）一d血・aはGAR－Texte（cf．　Or．32〔註20）：参照〕）とudu－s｛g

　　　の飼育・勇毛に関する文欝に主として現われる。ただしDP　641，王Vでは，’Nig｝n－mudとなら

　　　んで毘役（kin－dムーa）記録に現われている。　Ur・9e9（？）・dU・aはLugalanda時代にしか現われ

　　　ない。そしてほとんど凡ての場合，Nigln－mudに付随して現われている。　Cf．　Fδ73，77，92；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RTC　51，66．なお｛Barnamtarra－Sags・蓉agsの主管する凡ての首e・ba－1“一kr6・daδ一ba文書に姿

　　　を現わし，GAR・Texteにも常に現われるNigin－mudが巖が分の羊をGir－sukiの6－galに

　　　伴い，むしろ下位：にあるUr－9e9（？）一dd－aがLaga静にあらわれていることも一考を要する。

　　　蠕的に云えば，6・mi一・6・d’Ba－itの世構はLagagkiよりもGlr・sukiにより密接に関連するこ

　　　とが暗示されているからである。なおUruk．，　C6nes　B（et　C），王il・ε（王璃g）およびVII王£s～

　　　IXi（VIIle＿iの，　Uruk．，　Plaque　ovale，　Iae＿：i参照。

　　22）　Allotte　de　la　FuYe．　Documents　pr6sargoniques，　Paris，1908－1920の略号。

　　23）中漂，本誌前男論交，第2節（B），pp．86－88参蕪。

　　24）鍼．B．旺Hκo涯Lc蛋。蝋，訊。至t野el工服xo3臆σ慶Be町磁α四e田oc難Uミ茎）eB描鹸醗3110xll）〈anRel｛　II：3b

　　　co6！｝aK｝∬i錘．　H．護〔Hx脳e鎗．1908．の略号。

　　25）　「祭礼の率；継物，鷹物」。中漂，前掲論文，註14参燕。

　　26）STH　1，15のigi－nu－dUs－gig－meの部分（nu・sarたちが代表受取をしている）については，

　　　拙稿「シ、。メール都市国家ラガシ、、における神殿の社会組織についで一響当地保有者をめぐっ

　　　　て一z」（『史鉢選1958年：第6号）PP。158～159参照。　STH　1，15を始めとするこの種の§e－ba

　　　表には，igi－nu－duε一gi§に対する首e－baの代表受取人のtitleは書かれていないが，　DP王07

　　　　などと人名が重なり合うことによって，nu－sarと断定したのであった。

・　27）Cf．　L．　W．　King，　A　History　of　Sumer　and　Akkad，　London，19！0，　pp．18～20．

　　　　　なお，Lagash董鵜の創設老Ur一（i’Nangeはその名前がナンシェ：女神との深いつながりを

　　　示していることから推測されるように6－d’Nangeの建設に璽々触れている（C麦．　E。　SollbergeT，

　　　　Corpus　des圭nscripti◎ns　《roya！es》　pr6sargoniques　de　Laga首，　Gen色ve，1956，　Urn．20，

　　　　23，24，25，27，28，29，30，31，33，34，35，36，37）　rb　i’，　　より綴1・々　6－a・Nin・gir－su，　さ首一G至r－su

　　　　の建設に敏れている（So痴3rger，　Corpus，　Um．2，3，8，9～17，2e，21，23，25，25，26，27，28，

　　　　29，30，31，33，34，35，36，37）。しかるに6－d’Ba－dの建設については一度も雷及がなく，、盃

　　　　と鑓に1度ずつ（k’Ba一丘の名が児えるだけである（ibi‘1．，　Uri．47，48）。6一・…・Ba敏の建設を
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ラガシ＝．三E国の軍事・井開組織に関する：文書の背鑑の研究（1｝

　6－d’Nin－gir－suの造営に緯けて誕す．gλはb’rukagi．naだけである（窺鵡Urk．1fCbne　A，　Ilo．．1、；

　Cbnes　B〔et　C〕1三。畷〔II］一z），）。なおUrk．　II年におけるBarnamtarraの葬儀の供囲者に

　対するパンとビールの支給を記録した宗教的テキ．ス1・TSA　9は，　gem6．・d・Nin・9fr－su　113人に

　対して，gem6．・d’Ba〈6）36人を挙げている。この二二はウルカギナ時代における宗教：機関と

　　してのバウ神殿の規模の大ぎ．さを示すものかもしれない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ28）　G｛r－suki，　Siraranki，　Laga誉kiがKi－nu・nirki，　E－babbar，　uru÷k会rldなどよりも遙かに大

　　きかつたこと，およびci’Nin－marki所属のgem614人に対してd・Nange所属のgem69G人

　がいたことを示す詑録がある。Cf．　DP　159．　この記録には6－dOBa敏が出て来ない。

29）Enentarzi時代から，　ens｛妃所管の，神々への捧げ物紀録には，ニンギルス神に続いてバ

　　ウ女神の名が出てくる（TSA　51，1王）。またLugalanda時．代にはd’Ba－Gの名のついた月名

　　も境われる（cf．　TSA　10）。

30）　sag－apinは字義通りには「鋤の頭」で，　P飾ger（Deimel），　chef．de　culture（Genouillac），

　conducteur　de　char；ue（Rosengarten）などと訳される。実際に此の碕轡の人々が集中的に

　現われるテキス；・は♪首e－numun（種大麦），きe－gisal－sig9－ga－gud・du－kit・dさ（たがやし鋤の牛

　が食うたopの大麦）の麦：出記録群（cf．1）P520～546）と牛・・ろばの飼育q菊する詑録（偶え

　　C・Sl：．PP　100，101）である。すなわちsag－apinは，6－mlないしα’Ba・il②管理・所書する

　gAn－nfg－en－naの播種・鋤耕の費旧記である；cf．　DP　529。

3D　An．　Or．　II，　p．39．　なおAllotte　de　la　FuYeはhommes　de　la　maisoR　du　rol（Revtte

　d’Assyriologie　et　d’A・rchEologie　Ov・ientale〔略考RA〕，7，　Paris，　P．142）「王の家の者」，

　　R．Jestinはsujets　d嚢roi「：一1｛．の距畏」と訳している（Jestin，　Le　verbe　sum6．rlen．　Determ三一

　　nations　verbal．es　et　infixes，　Paris，1943，　p．400）。　Cf。　Rosengarten，　op．　cit．　p．187．なお

　　中膿与茂九郎「シュメール都甫圏察の平民（§ub・lugal）に就いて」（大類伸監修，鷲洋史研究

　　会編騨西洋史研究』第1輯所収）（昭麻1ユ8年）参照。

32）　このSTH　1，6は，同年のezen　d・Ba－6「バウ女神の祭」に際しての1丘一kurδ一dabs・baに

　　対するziz－ba「エンマ麦分け」と，人名・人数とも殆んど一致する。そしてezen一α’Ba－6に

　　際してのzfz－baは・今までのところ14乗ur6－dabj－baに対するものしか見繊されていない。

33）　Deimelはuku－u誉について，《Diese　werdeR　die　O籏ziere　der甑b・1ロgal　sein》（Listeii

　　liber　das　Betriebspersonal　des　6　d“Ba－6（Kon『cr圭ptio聡1至sten）in　Or・26・P・55）といい，

　　また《eine　h6here　Klasse　von　M圭littirkolonen》（Or．9／13，　P．308）と潔＝いて＝いる。この

　　解釈については・DP　138（次章冨頭に引用）や9e－ba　l丘一kurδ・dabr，・ba－Listen，さらにDP　135

　　の詑載から・筆者も疑問をもっている。この問題についてはRosengartenも否定的で，少な

　　くとも．ul〈U－Uきが全体として土窩ではなく，交書に菱われる陵り彼らは6－gai「王窟」と密接

　　なつながりがあったことを強調している（Rosengarten，　ibjd．，　pp．187，196）。　Cf．　Nik　137．
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ラガシ晶王函の軍事・労働継織に関する文書の背蟹の研究（1）

34）蜘b－luga1の首e・ba褒における隊は，　Urk．の治世H年には6隊8！人および独立して人名の

　出る2人（Ur－sag，　Ur－ci・Nin－sar）の計83人に膨張する。

35）筆者は神殿共同体，神殿都市の観点から，1fi－kur6・dabs－ba－meをしかく考えた（前掲『史

　林毒所収拙稿，1958年，参弐翰。神殿組織への都市住斑を含む王式内住民の組織率が問題とな

　り，かつ社会の氏族組織的契機が取上げられるに至ったay　Hでも，　G毎suk量において，　d’Nin－

　glr－suを名円上の長とする！万人に近い人々を組織・運営する世帯の存在が，　Lugalanda時

　代に考えられるとすれば，上からの管理組織としてのLagash王国末期の神一組織と飯石的

　長鳥組織との結合の問麗が改ためて提起されねばならない。そのとき，都甫中心の大神殿の神

　一組織のg2n－kure三越者層のみを本来的市民と呼ぶべきかどうかは問題である。　d●Mn－g至r－

　suとd’Ba－fiのそれらを合しても3000人にならない（恐らく全うガシュ王国で1万人以下）

　と考えられるのに，Urukaginaは36，　000人の中から選ばれてラガシュ王権を与えられたから

　である（Urk．　Cbne　B，　V王H5なお註40）参照）。

　　また逆に，神の名で組織される人々を全体として＃自由市民的に，clients　of　the　more

　prosperous　temple　oesciais　and　adrninistrators　（S．　N．　Kramer，　The　Sumerians，　Chicago，

　1963，pp．76～77．）と見る考え方もある。しかし，次章で明らかにするように，　more　pros－

　perous　oMcials　and　administratorsと考えられる豚飼いのLugaレpa一色や2人のugula－ki－

　sfg－ka，さらにengar－ki－gubなどが一兵：ヒとしてugulaの下で徴簗されたことは，平時の

　clients関係とは別の漂理もまた働いていたことを意味する。　client関係の存在だけで，布民

　の存在を完全に否定することはできない筈である。

　　さらに，漏猟oI鵬もg加・kur6が神殿の勝手で取上げられ得た（Kramer，　ibid．，　p．76）と

　雷っているようだが，逆に9e－ba・1ti－kurε一dabs・baリストに出てくる繋り，　gfin－kur6の撮有

　が認められるのが通例と考えられ，しかもこのリストには相当程度の麟定度がある（『史塗机拙

　稿参照，特に第二表をみよ）以上，幾つかの交換・削減の偶だけからそのように結論すること

　は翠計であると立春は考える。なお註55）を参照されたい。

36）　この1は櫻形数字。本タブレットでは死んだ者は普通の数字で，後継者は襖形数字マで書

　かれている・　　37）圭bi！a幽fils，　h6ritier（根続悲）（Labat）．

38）　このEnim－ma－ni－zi　gub－1ugalと玉名のsag・apin（註30）参照）とは恐らく岡一人物で

　ある。この間口については第3章で，ugulaに関連して触れる箸である。

39）uku・u首については識33）をみよ。

40）　このKUはd｛bもしくはdab：・と読むべきかもしれない。1丘一kur6－dab5－baのdab5と鋼

　　じ字である。Cf・U一（LN三9－9ぞr・su　ur・sag　d・En－lfl・la－kei」Uru・ka・gi－na－ra　nam－lugal　Lagagki

　e－na－sum・ma－a甑一1自一36，00｛）・ta馳・踊e－ma－ta・dfb－ba－a（Urk．　Cbne　B，　VH2g～VIIIfi）：「エ

　　ンilル神の英雄ニンギルx神がウルカギナにLagashのヨ三罐を浮え，　C6，　OOO入の中から彼
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ラガシュ王国の．軍事・労働馬背に関する丈轡。～背暴の研究（1）

　　　（u・ウ．ルカギナ．〉の手を梱ん．だ時に」。Unterschr三ftの1丘kug，1丘nu－tug参照。　kuならば

　　　wehnen，　sitzen．　　　　41）　Deime1，0r．26（前出），　pp．54～55．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42）　Deimel，　Das首umeriche　Lexikon（略号SL），　p．102，4；TSA，　p．67；Rosengarten，　op．

　　　cit’．　p．56，　n．（2）．

43）E・．1・Gordon，　Sumerian　PrQverb＄：Giimpses　of　everyday　life　in　ancient　Mesopotamia，

　　　The　Universlty　Muse経m，　UniverSity　of　Pennsylvan三a，　Ph圭1a睦elpゑ三a，1959．　p．92．

　　　　　44）　S・79－IG－ddig，9・Badの他，　Gala・tur，　Lugal－ma§・su，　Amar－ezenの計5人置，　Hackman，

　　　Sumerian　3nd　Akkadian　Administrative　Texts，　New　Haven，1958．347，工～II（Enent。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むき

　　　H）ではuku－P9－meと「括されている。なお本章末尾においてugula・slmug「鍛冶屋の長，

　　　たばね」への言及がなされる。

45）　Cf．　F660（Lugalanda　VI，　ezeR一§e・kd－d・Nange－ka）。　engarの人数・領序とも，　DP　87

　　　と同一。ma9・da－ri－a文欝の】、つである。　Lugal・pa・さは最後に出てくる。

46）　engar－ki－gubについてはまだ定訳と称すべき訳語はない。　それはgubの解釈が定まらな

　　　いからである。R◎sengartenは「耕地にいるengarj《engar　qui　se　tient　sur　la　terre》

　　　であって，peu亡一6亡re　par　opposition　au　persennel《velant》，　cemme　les　lab◎ureurs　et

　　leurs　6quipesだとしている。しかしDP　646，　c◎ls．　HI～IV（後山p．44）にはengar・ki－

　　gub－ke4．一ne　e－KU　とあって「ki－gu．b三≧engarjという：文法的構造を持っていたことが明

　　　らかであるので，　Rpsengartenの訳（ibial．　P．56，　n．（2））は正確とはいえない・　なおTh・

　　Jacobsenは，　gubの形容詞的用法に“regular”，“ordinary”，“standard”の訳語を与えてい

　　　る（Cuneiform　Texts　ln　the　National　Museum　Copenhagen，　ch圭efiy　ef　economical　con・

　　tents．　LeideR，1939．　P．64）。　また古く　Genouillacはles　cultivateursゑendiguement

　　ヂ堤防の耕作巻，．農夫」と訳している（TSA，　p．67）。

47）中原・吉川「プレ・サルコttン時代の社会経済史料（1）～14）」（r古代勃712，8瓜3，4．昭和

　　33～34年）参照。DP　646については，その（3）をみよ。

48）　これらの一連のengarの態，実際の土地管理に当っているengarには，時にengar・uru

　　「町のengar」というtitleのつく，Enirn－d・En4iHa－a簸一t聴と．いうengarがある。岡じ人

　　物はNik　105，106，107，109，111，112，113，114において購書なしに，　またNik　36では

　　玉fi・｛LBa一血，　engar－mah－e　mu－gfd　として現われる。　また　DP　593（？一V）．には　16・a・Ba・丘

　　engar・uru　mu－gldという一套行がある。語尾子誉がrてあるためにengar－uruかengar・r6

　　か判断に鷲しむところもある。9e－ba　l丘・kur6・dab・5－baの5，6人よりも，実際に活動してい

　　たengarはやや多かったと思われる。これらの点についてはなお再考を要する。

4．9）　C圭．Deimel，　D圭e　Bewirtschaitung　des　Tempellandes　zur　Zeit　Urukaginas（Or．5，1930），

　　P．・20．
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50）AI1・tte　de　la　Fui；e・En－e－tar－zi・patesi　de　Laga9・in　lfilpre・ht　Annivers4ry　v・1・nte・

　Lelpzig．1909，　p，130．一般の1ti－kur6－dab」一baの場含についても，かれらの歳費，扶持を

　意味しうる訳である。

5！）　しかし，Lugalanda－Enentarzi　l｝蕎代にも，　Ur・sag　ga1－uktiは醸造胴の麦などの支給を受

　けている；cf．　RTC　56（Enent．（？）一V），　Nik　7王（〃（？）一V），94（〃（～）一一V），　Fδ76（Lugala．

　（？）一一1）．　　　52）　このことはNik　3（Urk．　V）によって逆推される。

53）gゑn－sir－la－ma首については，中凍「シ識メーール土地三度における託鴬地について丁折半小

　作と開拓地一・」（『西洋史学』No．50所収）PP．10～11参瀬。なお，本タブレッ1・CoL　IVに

　gAn一首e－sir－la　gムn一丘ru－lalと総揺されていることは，この種の耕地の性格を考える時に留意さ

　るべき表現であろう。

54）　このようにgdn－firu－lal（託鴬地・小作地）の憂託者の中に，此の種のタブレット以外姿を

　見せない人々がかなり多数現われる匿題は，6・m重一1丘一d・Ba・aの世帯の，都帯薫闘全体との1期

　連を考える上で，重要な間魑を提趨する，

55）r市民軍的構成」というのは，lfi－d・Ba－fiの組織内部に関してである。　しかし王血一d・Ba・ti

　を，一般的に二二二二畏が研属するべき多くの組織の一つと見ればラガシュ一躍の軍隊が不

　完全ながら宙民軍的構成（神の前における市民の平等ということの載る程度の実現の意味で）

　を持っていたことになる。ここでも註35）に指摘した組織率の問憩が介在する。　Urukagina

　のいうラガシ＝一人36，000入（註40）に原交引曙）は，文脈からみてラガシニ王国内の自磁成

　年男子であろう。とすればlii－kurδ・dab5－baへのその組織率は％程度となる（註35）参照）。

　都市の外に住む農村侮民が，　この36，000の中に禽まれるべきかどうかも幕急には断じ得ない

　が，都賄内居ξ窪三考で1fi－kurs－dabJ）一baでなかった港，神殿などの支配管理．機構に直接所属し

　なかった着の存在は無視できない。　それはg会n－6ru－lalの受託者の中にもi覆取できると思わ

　れるし，またuru「都市，町」の宇を付せられた職名（ugula－uru，　Rimgir－uru，　eRgar－uru

　等）や耕地（2κ．，露n・nam－uru　k6－a：DP　546）の存在から立誕しうる。

　　何れにせよ，公的組織の組織率が王国の全人［1の3劉を越える程度にまで達していたことは，

　それを上璽る人々が都回内に居侮していたことを意味する。この点では当時のシュメールの穀

　物の収穫の高さが問題となるであろう。

56）　Or，26，　pp．36～39，　p．56．なおNik　3ではgi9－kin－ti・meのグルーヅの蒙尾に，首e－ba・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　1昏kur6・dab5－baの場舎と間じく，「ヨ三嘗のsanguなるウウj　U近＄angu－6－galが姿を硯わす。

　このことは軍事絹．織と労働組織との重複を示す1例として興味深い。

57）Sollberger，　Corpus，　P．46，　Textes　d’Enentarzi　L　Lettre．

58）　『西洋史学』No．48厭収前掲拙稿参i難。

59）　Hack燃an，　OP．　cit．，347．
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